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第１１回トラック輸送における取引環境・労働時間改善奈良県地方協議会 議事概要 

 

日時：令和４年３月１０日（木） １０：００～１２：００ 

ＷＥＢ会議 

 

開会の挨拶（近畿運輸局 戸田自動車交通部次長） 

 みなさん、こんにちは。ただいま、ご紹介いただきました近畿運輸局自動車交通部次長の戸田

でございます。皆さまには、平素より国土交通行政とりわけ運輸行政に対して格別のご理解とご

協力を賜っておりますことについて、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。また、ト

ラック業界の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策が２年を経過してい

る中、さらにオミクロン株の感染者数がこれまでにない拡大している中、物流がしっかりと機能

していることによって、我が国の国民の暮らしを守り、産業経済活動が支えられております。ま

さに、物流は経済社会の維持のために必要不可欠なインフラであるという、物流の社会的価値が

再認識されてきた状況だとも言えます。献身的に使命と責任を果たしていただいているトラッ

ク事業をはじめとした物流分野に携わる全てのエッセンシャルワーカーの皆さま方に、心から

敬意と感謝を申し上げます。 

さて、トラック業界における担い手の確保が喫緊の課題となっており、このままでは現状の物

流サービスが提供できなくなります。また、働き方改革関連法に基づき、２０２４年から罰則付

きで適用されるトラックドライバーの時間外労働の上限規制も考慮すると、ますます担い手不

足が進むこととなります。その課題に対応するためには、トラックドライバーの労働条件、労働

環境の改善を図り、持続的に事業を行っていくために必要なコストを反映した適正な運賃収受

の取り組みを進めていく必要があります。 

そのような中、さらに、燃料価格上昇によりトラック事業者の経営環境に大きな影響を与えて

います。１１月に決定された補正予算により、原油価格高騰対策として価格の激変緩和制度によ

り軽油価格の上昇が抑制する措置がとられているところですが、ロシアによるウクライナ侵略

などの地政学的な変化が、世界の原油価格に大きな影響を与える可能性があり、さらなる急騰に

備え、元売事業者等に対する価格抑制原資の支給額の上限を５円から２５円に引き上げること

が決定されるなど、まだまだ先行きは見えていないところです。 

近畿運輸局としても、燃料サーチャージの導入等によって燃油価格上昇分が適正に運賃に反

映されるよう荷主関係団体等に理解と協力を求めているところです。荷主企業の皆さま方の経

営環境も苦しい状況だとは思いますが、トラック事業者から燃料価格上昇分やトラックドライ

バー不足解消や働き方改革による労務費の上昇分を運賃・料金に反映することが求められた場

合には、トラック事業者が適正運賃の収受ができるよう、十分に協議いただきますようお願いい

たします。 

荷主企業もトラック事業者も経営状況は厳しいですが、お互いが働き方改革を進め、従業員が

働きやすい職場環境を実現することが必要となってきています。また、社会貢献をしている企業



2 

 

は、そのことを対外的にアピールし企業イメージの向上を図りビジネスチャンスにつなげるこ

とで、優良な取引環境を築いていくことも重要です。それは若い労働力を確保していくためにも

有効な取り組みでもあります。 

この協議会では、今後の荷主企業やトラック事業者などの関係者が適正運賃収受や取引環境

の改善に協力して取り組めるようなご意見がいただければと思っています。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

開会の挨拶（奈良県トラック協会 塚本会長） 

 この場をお借りしまして御礼申し上げます。平素は我々トラック協会の活動に際しまして、ご

指導・ご鞭撻を賜り、またご理解・ご協力を賜り、重ねて御礼申し上げます。ありがとうござい

ます。本協議会の開催にあたりまして、今戸田様から話が出尽くした感がありますが、様々な問

題が山積しております。 

まず、我々の肌感覚で言いますと、ドライバーの高齢化が大変目立ってきています。若い人が

本当に入ってきません。免許証の制度の問題のほか、若者の車離れ、業界に魅力があるのか、色々

な問題があろうかと思いますが、そこに重なりまして、最低賃金は今後益々上昇していくこと、

そして後ほどの議題で出てきますが、労働時間・残業の上限規制、また残業代単価の割増し、今

後控えている問題をクリアしていく上で、やはり高齢化問題があります。肌感覚で言うと、平均

年齢が３０代、４０代の会社であれば、若いなという感覚だと思います。おそらくこのまま若い

人が入ってこなければ、この先１０年、２０年持続可能なのかというと、本当に不安な業者がた

くさんあろうかと思います。やはりそれをクリアしていこうとするのであれば、今お話いただき

ましたように、適正運賃収受が一番太い柱になってくるのではないかと思います。後々の議題を

先に話してしまうことになってしまったかもしれませんが、そのへんのことを念頭に置きなが

ら、本日一緒に勉強させていただきまして、建設的な協議会になることを祈念申し上げまして、

簡単でございますけれども、ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

座長挨拶（帝塚山大学 蓮花学長） 

帝塚山大学の蓮花です。おはようございます。第１１回の協議会ですけれども、お忙しい中お

集まりいただきありがとうございます。ただいまのご挨拶にありましたとおり、コロナの流行が

３年目となっておりますが、色々と物流も大変な時期ですし、従業員や関係者の感染防止等に対

しても大変な努力をされていると思っております。また、ウクライナでの戦争が、それ自体も問

題ですが、日本に与える影響はこれから何年も続くでしょうから、そういう中で日本は本当に高

齢化が進み、色々な問題が、トラック業界だけでなく、日本社会全体に関連してきますので、本

当に道を誤るとなかなか立ち上がれなくなってくる可能性もありますので、皆様、色々な立場か

ら、本日ご発言いただいて、良い方向に向かえたらいいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 
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委員就任の決議 

 座長より、「奈良県地域婦人団体連絡協議会会長 岡波圭子氏」の委員就任について決議を諮

り、岡波氏の委員就任が議決された。 

 

議題１．第１０回協議会の発言要旨について 

事務局（奈良運輸支局 中村首席）より資料１に沿って説明。 

 

議題２．近畿運輸局管内における実証事業について 

事務局（近畿運輸局 後藤貨物課長）より資料２－①、２－③に沿って説明。 

 

（帝塚山大学 蓮花学長） 

 ありがとうございます。昨年度、大阪で実施しました「トラック予約受付システムの使用率向

上による長時間労働の改善に係る実証事業」と、本年度の大阪での「大型連休前の大量納品に係

る入荷混雑解消のための実証事業」について事務局より概要を説明いたしました。実証事業につ

いては通常は各府県協議会で何か１つ事業を行うべきではありますが、コロナ禍で会議開催そ

のものが遅れていること、また予算不足などもあり、大阪以外は横展開として紹介していく事と

しております。 

 トラック予約受付システムについて、モデル事業をやってみたところ、なかなか上手く予約シ

ステムが使用されなかったということで、今後の展開に書かれているように、単にシステムを導

入するだけでは改善は困難であり、そういう意味ではなかなか上手くいかなかったですが、やっ

てみることで、このような事が分かってきたということで、やはり実証実験をして失敗して、新

たな得策を考えて続けていくという、継続的な取り組みが必要だろうと思います。 

 また、いずれは、大阪府だけでなくて、やはり業態も違いますので、奈良県なら奈良県で、他

の府県で実施されて、ある意味特殊な要因が関連していることもありますので、そこで上手くい

かないことを改善していくという努力が必要だと思います。 

 

議題３．「新型コロナウイルス感染症禍における「新しい働き方」による働き方改革の推進」に

ついて 

事務局（奈良労働局 尾形監督課長）より資料３に沿って説明。 

 

議題４. 「標準的な運賃」の周知及び燃料価格上昇による対応について 

事務局（近畿運輸局 後藤貨物課長、奈良運輸支局 中村首席、奈良県トラック協会 森部長）

より資料４に沿って説明。 

 

（帝塚山大学 蓮花学長） 

 ありがとうございます。「新型コロナウイルス感染症禍における「新しい働き方」による働き
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方改革の推進」についてと「標準的な運賃の周知及び燃料価格上昇による対応について」のご説

明がありました。月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が５０％以上でなければならな

いという基準が適用されるのが令和５年４月ですので、もう１年余りしかありません。また、令

和６年４月からの時間外労働の上限規制年間９６０時間（月平均８０時間）が自動車運転者への

適用まであと２年に迫っており、働き方改革への対応には待ったなしであると思います。 

また、トラックドライバー不足を解消し、働き方改革を荷主企業とトラック事業者が連携・協力

して進めていくためには、「標準的な運賃」や「燃料価格上昇分」を含めた適正運賃の収受が必

要になってくると思いますが、この２点を含め、何か意見等はありますでしょうか。 

 

（奈良県トラック協会 塚本会長） 

 今、ご丁寧に色々と説明していただきまして、要は、既に始まっている年次有給休暇の５日、

これも業界内でどれだけ出来ているのか、当然こういったことをちゃんとしていくには人員が

必要なわけで、時間外の上限規制、今までこなしていた仕事について、９６０時間をオーバーし

てやっていた同じ仕事をこなしていこうとするならば、それ以上残業ができないため、人員を増

員しなければならない。また、最低賃金は上がっていくほか、残業をすれば割増１．５倍払う、

要は、コストアップ要因と人員増強に向けて走るしかない。残業を減らしたことで残業代を減ら

せば、サラリーが減ったとなれば、お金が全てではないが、魅力の無い業界になっていくわけで、

やはりコストアップ要因しかないといっても過言ではないと思っています。 

あと、燃料価格について、国の方からよくしていただいて、補助金ということで、不安の中に

もほっとした部分もございますが、元売りは依然として高止まりしているわけで、今後こちらも

余談を許さない状況にありますので、今おっしゃられたように適正運賃の収受について、標準的

な運賃、また燃料サーチャージ、この辺は不可欠と言ってもいいのではないかなと思います。最

低でも、業界として動いていかなければならない。あと、コロナ禍で荷動きしにくいと言ってい

た業者さんもおられたのですが、最近少し風向きが変わってきたのか、無理した仕事は引き受け

ないとか、荷主さんにお願いに回っているとか、いう会員さんも出てきているので、少し風向き

が変わってきたかと思っています。当然この辺がないと持続できないという形かと思います。 

 

（小山㈱ 吉村取締役専務執行委員） 

 適正運賃の収受については、これだけ人件費・燃料コストが上がる中、荷主企業の責任として、

できることとしましては、契約運賃が適正運賃になっているか、値上げについても今年４月から

の運賃については取引運送会社と再度打合せさせていただいております。あと、運賃の値上げの

一つの手法として、この４月よりサーチャージ制度を弊社も導入しておりまして、ある程度決め

た燃料単価が上がった場合には、別途燃料コストをお支払いする。そういったことも視野に入れ

て、運賃改定を進めているところです。 

あと、最後に、働き方改革の取り組みとしまして、弊社の集配等については特殊な面もありま

して、現地での荷卸し・荷積み以外に、病院関係に行っているため、病床への配付、集荷作業な



5 

 

ど、現地での作業時間がかなり負担になっていると聞いています。この時間をどうにか解消でき

ないかということで現在検討しております。例えば、現地で専門の人を雇って、各病床への配付、

集荷作業をお願いすることで、ドライバーさんには本来の運送に特化していただくという形、配

送効率を上げる形で、時短に繋がればよいと思っております。 

 

（㈱品川工業所 山本総務部長） 

 当社は、どちらかというと受注生産販売という形になりますので、定期的に物を運んでいただ

くというよりは、先方の発注に合わせて都度、運送を依頼するスタイルになります。昨今のコロ

ナ禍で急激に仕事が減ってきたということもありまして、お付き合いさせていただいている運

送会社様からは、運送費のご相談というよりも仕事そのものがないか、という相談が今も続いて

いる状態にありまして、ここ半年で受注も増えて参りまして、仕事量そのものの話はそこそこ出

せるようにはなってきた状況にありますけれども、まだ完全に戻っている状況にはないところ

でございます。 

あと、取り組みですけれども、主に重量物で大型な機械でございますから、積み込みに非常に

時間がかかるところでございますので、時間を減らすように、到着された時間と積み込み時間の

タイムラグがないように、担当者に、気を配って、手配している状況にございます。先方の納期

が、とちらかというと食品工場でありますので、休日に機械を搬入してくれとか、年末とか、だ

いたい同じような時期に、発注が来ますので、重なってくるということがございます。そこを、

上手くコントロールしながら、なるべく待たせないように、積み込んでいくよう、取り組んでい

る状況でございます。 

適正運賃については、燃料費や人件費が上がっていることは理解しておりまして、もともと仕

事が出せていないというのも問題ですが、あらゆる物について値上げ要請を受けておりまして、

荷主として、とうやってコストを吸収していこうかというところに非常に苦慮しています。様々

な部品・運送費以外の様々な物について、驚くような値上げ要請が来ているので、これをどのよ

うに捌いていくか、経理的にも非常に苦慮しているところです。 

 

（帝塚山大学 蓮花学長） 

 ありがとうございます。お二方の荷主企業様からのご発言を頂きましたけれども、各企業の特

徴、トラック業界とのお付き合いの仕方とか、仕事の内容も異なりますので、それに応じた様々

な対応をされていることがよく分かりました。出来ましたら、こういった具体的な事例を、例え

ば業種別とかに、少しまとめて、そこでの課題をあぶり出すとか、そういう地道な努力も必要か

と感じておりますので、よろしくお願いします。 

 

（奈良運輸支局 中村首席） 

 貴重なお時間ありがとうございます。運輸支局からのお願いとなりますが、協議会に参画いた

だいている委員の経済団体様には、トラック事業者の業界団体である奈良県トラック協会と奈
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良運輸支局から、適正運賃の収受について、傘下会員様へのご理解とご協力を周知いただけます

よう要請文を後日お持ちしたいと思います。 

また、荷主企業の委員の皆様に対しましても、適正運賃の収受についてご理解とご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

議題５．パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議及び取引適正化に向けた５

つの取組について 

事務局（近畿運輸局 後藤貨物課長）より資料５に沿って説明。 

（公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所 田部取引課長、笠原下請課長）より資料５に

沿って説明。 

（近畿経済産業局 小谷下請取引適正化推進室長）より資料６、８－③に沿って説明。 

 

（近畿運輸局 後藤貨物課長） 

 このように中小企業等が、賃上げの原資を確保できるように、官民が連携して、労務費・原材

料費等のコストの上昇分を適切に価格転嫁に取り込んでいること等が、報道などを通じて、世の

中に浸透していけば、ステークホルダーはもちろん消費者の方々にも表示価格への必要なコス

トが転嫁されることについても理解が得られていくと思っています。そうなれば、これまでの商

慣行や取引慣行で商品の価格が決まっていくのではなくて、親会社と中小企業間で十分協議が

なされた上で、必要なコストが反映された適正な取引がなされて、労働者の賃金アップに繋がっ

ていくと思います。 

 

（奈良県商工会連合会 桝井専務理事） 

 平素より私どもの事業にご協力を頂きましてありがとうございます。私の意見ではございま

すが、先ほど資料４でお話いただきましたように、トラック協会の塚本会長と支局長様が、昨年、

会長とお話していただきまして、適正な運賃、値上げについて、ご理解をということで、話し合

いをしていただきました。もちろん私どもも、会員の中には運輸業の方もたくさんおられまして、

その辺はよく理解しているところではございますけれども、一方で、運輸業の方々に協力してい

ただいているというか、発注させていただいている立場の業界でもあります。様々な業界が集ま

っているところでございますので、一筋縄ではいかないところでございます。そのため、今回は、

値上げの要請をしていただいて、理解させていただいたところではございますけれども、立場を

変えますと、その会員はそれぞれ取引先に対して、値上げ等を要請していくという状況にござい

まして、それもなかなか上手いこといかないという状況の中で、交渉が上手くいかなければ、運

賃の値上げもなかなか対応できないこともあろうかと思います。それではいけないでしょうけ

れども、最終的には消費者の方々が、全体の値上げという風潮というか、状況を理解していただ

かなければ、運輸だけの問題ではなく、全ての業界の中でも、値上げというものを理解していた

だかなければいけない、と考えております。そのため、消費者の方が、値上げということで理解
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していただければ、先ほど経産局の方が説明したように、消費者の方の賃金が上がらなければ、

消費にたくさんのお金を使えないということもあり、結局はループしておりますので、全体で理

解していかなければ、上手く回っていかないと考えているところでございます。そのため、長い

こと値上げしない時代が続いておりますけど、当然の値上げ部分はプラスしていくもの、会社で

吸収しているものではないという、当たり前の社会が取り戻せなければならないと感じており

ます。 

 

（奈良経済産業協会 二神専務理事） 

 運輸業界の皆様につきましては、本当になくてはならないエッセンシャルな仕事を、厳しい環

境下で、我々の暮らしを支えてくれているということについて、感謝申し上げます。私どもの会

員企業の経営者のお話を伺うことがありますが、やはり大変厳しい状況にあります。経営者の皆

様も、労働環境も向上させたいし、今動いております賃上げについても行いたいという思いを持

って、一番大事なのは従業員なので、従業員なしには経営は成り立ちませんので、そういうこと

は分かっていただいておりますけれども、ご承知のとおり、今の状況は特にエネルギーの問題は

全てに影響を起こしております。そのため、そのことに対する厳しさというのは、重々にあるだ

ろうなと思います。もちろん、先ほど説明していただいたとおり、ガソリン税の補助であるとか、

そういったことについて政府が検討していただいて、ありがたいということでありますけれど

も、まだまだ厳しい状況にあると思っております。とはいえ、先ほど説明していただいたとおり、

働き方を変えたり、生産性を上げたりして、経営者も労働者も、業界も、全てがウィンウィンの

形になっていくように協力していかなければならないと思います。こういった活動を地道に行

うことによって、進めていくのだろうと思います。私ども４４０社の会員企業で、様々な企業が

集まっておりますので、理事会や総会、又は毎月報告として周知する機会がありますので、そう

いったものを使いながら、先ほど資料４の「頑張るトラックドライバーに力を貸してください」

のチラシであるとか、「パートナーシップによる転嫁の円滑化パッケージ」の周知であるとか、

出来ることがあるかと思いますので、これからも積極的に協力していきたいと思っております。 

 

議題６．取引環境・労働時間改善中央協議会の情報提供について 

事務局（近畿運輸局 後藤貨物課長）より資料７、８－①に沿って説明。 

事務局（奈良労働局 尾形監督課長）より資料８－④に沿って説明。 

 

（帝塚山大学 蓮花学長） 

ありがとうございました。今回のテーマである、運輸業界におけるトラック輸送の労働環境の

改善というのは、本来であればもう少し社会の落ち着いているときに進めておきたいところで

すが、コロナの流行、さらにはウクライナの戦争、これから大混乱が生まれるという状況、非常

に大変な状況でしないといけないということで、困難な課題であろうと思いますけれども、日本

が抱えていた少子高齢化やデジタル化の遅れとか、浮き彫りになってくるので、少子高齢化は改



8 

 

善できないでしょうが、この機会にデジタル化は、ご説明にもあったように様々な情報を活用し

て社会を改善するという、国の施策とか色々使っていただければと思います。また、運輸、交通

状況によると、関西でしたら、新名神が全開通になりますし、大阪万博も出てくるということで、

新しい社会も出てきますから、そういうものにも運輸業界が適切に対応しつつ、働き方改革を通

じて、若い人がどんどん流入するような業界になっていけばいいなと思いますので、皆様、今後

ともご協力をお願いしたいと思います。 

 

閉会の挨拶（奈良労働局 恒吉労働基準部長） 

奈良労働局労働基準部長の恒吉でございます。皆様には平素より労働基準行政の運営に特別

なご理解・ご協力を頂きまして、ありがとうございます。また、運送事業者並びにドライバーの

皆様におかれては、新型コロナによりエッセンシャルサービスとしての重要度の増大する中、

日々の感染リスクを抱えながらも、物流を滞らせることなく、ご尽力されていることに敬意を表

します。今後しばらく、新型コロナウイルスの悪影響は解消されないように思われますが、コロ

ナ以前からの課題にしっかり向き合い、対策に励まなければならないと改めて感じでおります。

労働環境を巡る法規制の今後のスケジュールとしましては、時間外労働の上限規制は運送業に

おいて、２年後の令和６年４月からとなります。また、１年後の令和５年４月からは、中小企業

への適用が開始されます月６０時間を超える時間外労働に対する割増賃金率に関して、適用後

は５０％以上となります。このため、それぞれの適用猶予期間中に、今までの議論を更に深める

などして、荷主・運送事業者の間で、取引環境を整えていただくことが重要であると考えており

ます。事業主の皆様が、これらの法規制を円滑に適用できるように、私ども奈良労働局の本局及

び管内労働基準監督署では、法制度のきめ細やかな周知、長時間労働削減のための助言・支援を

展開して参りたいと思っておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

最後に、本協議会はトラック運送業における取引環境を改善するために、また長時間労働の抑

制を実現するために、大変重要な組織であると存じております。今後もここにご出席されていま

す皆様のお力添えの下、しっかりと重要課題に対応して参りたいと考えておりますので、引き続

き、多くの知恵と貴重なご意見を賜りたいとお願いし、甚だ簡単ではございますが、私からの挨

拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

以上 


